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道の駅における電気自動車用急速
充電施設の設置拡大に向けて

北海道開発局ホームページへはこちらから。

北海道開発局長記者会見資料
令和４年４月１３日
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道内「道の駅」の急速EV充電施設
設置率は約４割（51/127）

「道の駅」を活用した次世代自動車普及促進ＷＴ

【設置例】石狩「あいろーど厚田」

活動 ○設置意義等の普及啓発及び相談対応や、整備事例、活用可能な国の補助金の
情報提供等に取り組む。

目的 ○次世代自動車の普及を促進させるため、道の駅設置者である市町村や道の駅管理
者と連携し、「道の駅」に急速EV充電施設の設置を目指す。
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急速ＥＶ充電施設設置一覧（全体図）

：設置済み
：未設置
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〇道内の「道の駅」
127駅（国道109駅・道道18駅）

〇急速ＥＶ充電施設設置の「道の駅」
51駅（国道 48駅・道道 3駅）

急速ＥＶ充電施設設置一覧
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当該事例は代表的なフローである。

設置・運営フロー

民間事業者が急速EV充電施設を設置・運営する場合
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